
JLA C 級審判員養成講習会 

参加者 募集要項 

 

JLA C 級審判員養成講習会を以下の通り開催します。 

 

対 象 資 格 ： C 級認定審判員 

講 習 会 区 分 ： 初回講習会 

講 習 会 I D ： 101971 

講 習 会 名 ： C 級審判員養成講習会（e-learning 対応） '22/6/11(土)福岡会場 

目 的 ： C 級審判員講習会は、本協会が主催または認定する競技会において

審判を行う技能を有する者を養成する。 

主 管 ： 公益財団法人 日本ライフセービング協会 

主 催 ： 公益財団法人 日本ライフセービング協会 

共 催 ： 特定非営利活動法人 福岡県ライフセービング協会 

準備するもの： ・JLA 競技規則 2021 年版 

 JLA ホームページよりダウンロードできます。 

 https://ls.jla-lifesaving.or.jp/lifesaving-sports/rule/ 

・講義の補助資料 

 講習会費を入金し、申し込みが完了した方へ掲載先 URL を配信

いたします。 

そ の 他 ： 注意事項及び免責事項： 

・遅刻、早退は原則として認めません。 

・講習日当日までに事前学習を済ませ、当日は集合形態にて学科検

定を実施します。 

・連絡事項等の詳細は、参加者が確定した時点でお伝え致します。

LIFESAVERS に登録しているメールアドレス宛に配信いたします

（「mizukawa@jla.gr.jp」よりメール配信にてお知らせします。メー

ルが届くように、あらかじめ端末の受信設定・許可をお願いしま

す）。 

受 講 条 件 ： ・15 歳（中学生を除く） ～ 

・e-learning による C 級審判員養成講習会学科解説動画を視聴した

方 

 講習会費を入金し、申し込みが完了した方へ動画を配信いたしま

す。 

 ＊支払いが直前すぎると事前学習の時間が短くなります。また、



6/10(金)13 時 00 分 00 秒までの入金にて受付を締め切ります。以

後の入金の場合は受講できないおそれがあります。 

問 合 せ 先 ： 日本ライフセービング協会事務局 水川雅司 

メールアドレス：mizukawa@jla.gr.jp 

未成年同意書： 未成年者の場合は、次の方法で必ずご提出ください。 

・LIFESAVERSで申し込みの際にデータをアップロードして申し込

む 

申込受付期間： 2022/5/17(火)00:00:00～2022/6/5(日)23:59:59 

開 催 日 時 ： 2022/6/11(土)9:30～12:30 

認 定 日 ： 2022/6/12(日) 

スケジュール： 09:15 受付開始 

09:30 講習開始 

12:30 終了（予定） 

※上記スケジュールは目安ですので、実際には異なる場合がありま

す。 

会 場 ： ももちパレス・福岡県立ももち文化センター 会議室 2 

会 場 住 所 ： 〒814-0006 福岡県福岡市早良区百道 2 丁目 3-15 

会場住所詳細： https://www.momochi-palace.net/ 

備 考 ： 場所については、講習会の為に借用していますが、会場への直接の

問い合わせについてはご遠慮ください。 

定 員 ： 30 名 

最小催行人数： 5 名 

キャンセルポリシー： 《ご注意！》 

自己都合によるキャンセルの場合、一度納入された講習会費はいか

なる理由があっても返金出来ません。また、その講習会費を他の日

程へ振り替えることも出来ません。参加できるかどうか未確定な方

は、お申し込み後のお支払いを一旦止めていただき、参加が確定し

てからお支払いくださいますようお願いいたします。 

 

【キャンセルの連絡】 

お申し込み後に、やむを得ない理由によりキャンセルされる場合は

主管者までメールにてご連絡ください。 

 

1．キャンセル料 

お申込みに際し、ご入金後のご返金はできませんので予めご了承く

ださい。ただし、次に挙げる『講習会の開催中止および延期につい



て』に該当する場合を除きます。 

 

2．講習会の開催中止および延期について 

《天候など危険な状況が予想される場合》 

● 天候などの状況により開催の中止または延期をすることがあり

ます。 

● 開催の中止または延期の場合は、開催前日の 20 時までにメール

でご連絡いたします。中止の場合、講習会費は 3,500 円返金いたし

ます。 

● 主管者から開催の中止または延期の連絡がない限り、講習会は

開催いたします。講習会が開催された場合は、返金は行いません。 

 

《主管者の都合により開催を中止する場合》 

● 原則として開催日より 7 日前までに主管者よりメールでご連絡

いたします。 

● 講習会費は後日全額返金いたします。 

 

3．払い戻し方法について 

● 払戻金は、受講者様の指定口座にお振り込みいたします。 

● 返金時の振込手数料は、受講者様のご負担とさせていただきま

す。 

講 習 会 費 ： \6,000 

 


